
宝
永
期
柳
沢
家
の
甲
府
城
殿
舎
に
つ
い
て

は
じ
め
に

「
棟
に
棟
、
門
に
門
を
並
べ
、
作
り
並
べ
し
有
様
は
、
是
ぞ
甲
府
の
花
盛
り
、

時
を
得
た
り
と
見
え
に
け
り
。
」

『
兜
晶
雑
記
』
中
の
こ
の
記
載
は
柳
沢
家
統
治
時
代
を
迎
え
た
近
世
甲
府
の
隆

盛
を
示
す
表
現
と
し
て
、
多
く
の
研
究
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
宝
永
元
年

（
一

七
〇
四
）
、
前
領
主
の
甲
府
家
徳
川
綱
豊
は
将
軍
家
の
養
嗣
子
と
な
り
、
代
わ

り
に

一
二
月
柳
沢
吉
保
が
甲
府
城
主
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
吉
録
は
江
戸
で
執
務
に

あ
た
り
甲
府
に
常
住
す
る
こ
と
は
な
か

っ
た
が
、
甲
府
城
に
初
め
て
殿
舎
を
造

営
し
た
。
続
い
て
宝
永
六
年
に
襲
封
し
た
子
の
吉
里
が
翌
七
年
五
月
、
甲
府
に

入
城
し
た
。
い
わ
ば
近
世
甲
府
に
と

っ
て
全
盛
期
と
も
い
え
る
柳
沢
時
代
で
あ

る
が
、
こ
の
時
造
営
さ
れ
た
甲
府
城
殿
舎
に
関
し
て
は
そ
れ
を
直
接
対
象
と
す

る
研
究
が
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
尤
も
甲
府
城
城
郭
に
つ

い
て
は

『
甲
府
城
総
合
調
査
報
告
書
』
、

『
日
本
城
郭
大
系
　
第
８
巻
』
等
の

先
行
研
究
が
あ
る
が
、
城
郭
内
部
の
殿
舎
や
附
属
建
築
物
群
に
つ
い
て
は
第
二

義
的
な
扱
い
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
。

本
稿
で
は
宝
永
年
間
に
造
営
さ
れ
た
柳
沢
家
の
甲
府
城
殿
舎
を
建
築
的
に
明

渡

辺

子

ら
か
に
す
る
と
同
時
に
、
造
営
を
担

っ
た
職
人
の
構
成
を
探
る
。
そ
し
て
甲
府

の
都
市
建
築
職
人
に
と

っ
て
、
柳
沢
家
領
有
期
が
持

つ
意
義
に
つ
い
て
若
干
の

考
察
を
試
み
る
。

一　

柳
沢
家
に
よ
る
殿
舎
造
営

柳
沢
吉
保
、
吉
里
が
甲
府
を
領
有
し
た
宝
永
元
年

（
一
七
〇
四
）
か
ら
享
保

九
年

（
一
七
二
四
）
の
は
ば
二
〇
年
間
は
、
そ
の
検
地
や
甲
州
金
改
鋳
が
後
に

残
し
た
悪
弊
が
あ

っ
た
に
せ
よ
、
甲
府
に
発
展
と
繁
栄
を
も
た
ら
し
た
時
代
と

し
て

一
般
に
評
価
さ
れ
て
い
る
。
特
に
文
化
的
側
面
に
お
い
て
そ
の
意
義
は
大

き
く
、　
コ
異
見
寒
話
』
に
も
柳
沢
家
臣
回
の
甲
府
到
来
に
よ
り
、
武
士
の
生
活

物
資
を
甲
府
で
調
達
し
う
る
状
況
に
な

っ
た
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

柳
沢
二
代
に
よ
る
甲
府
の
都
市
変
革
は
第

一
に
甲
府
城
殿
舎
造
営
、
第
二
に

市
衡
全
域
の
再
整
備
の
形
で
具
現
化
さ
れ
た
。
甲
府
に
居
を
構
え
る
領
主
と
そ

の
大
家
臣
団
を
受
容
す
べ
き
設
備
が
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
。
柳
沢
家
の
業
績
を

知
る
上
で
欠
か
せ
な
い
史
料
と
し
て
、
吉
保
の
藩
政
記
録
で
あ
る

『
楽
只
堂
年

録
』
、
同
じ
く
吉
里
の

『
福
寿
堂
年
録
』
が
挙
げ
ら
れ
、
こ
れ
ら
は
奈
良
県
大

和
郡
山
市
の
柳
沢
文
庫
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。

『
楽
只
堂
年
録
』
に
よ
れ
ば
、
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吉
保
は
宝
永
二
年
二
月
に
甲
府
城
の
受
領
が
済
む
と
、
聞
四
月
に
は
甲
州
各
地

の
関
所
の
修
復
を
上
申
し
、
九
月
に
甲
府
城
内
外
の
門
等
の
名
称
を
改
め
、
町

名
も
変
更
し
た
。

『
楽
只
堂
年
録
』
第

一
七
三
巻
中
に
あ
る
そ
の
主
な
内
容
は
、

一
、
只
今
迄
古
府
中
と
申
候
事
相
上
、
府
中
と
斗

（申
す
べ
き
事
）

一
、
古
城
と
申
事
相
止
之
御
館
跡
と

（申
す
べ
き
事
）

一
、
町
々
古
と
申
事
相
と
、
元
何
町
と
申
す
べ
き
事

で
あ
る
。
村
分
に
編
入
さ
れ
て
い
た
古
府
中
を
市
域
に
加
え
、
か
つ
こ
れ
ま

で
古
柳
町
の
よ
う
に
呼
ば
れ
て
き
た
町
名
は
こ
こ
で
元
柳
町
と
改
称
さ
れ
た
。

ま
た
別
に
伊
勢
町
を
山
田
町
、
川
尻
町
を
緑
町
等
と
変
更
し
て
い
る
。
続
け
て

一
一
月

一
八
日
に
甲
府
城
由
輪
修
復
計
画
の
絵
図
面
を
幕
府
に
提
出
し
、
同
二

五
日
に
許
可
を
受
け
た
。

甲
府
城
の
殿
舎
造
営
も
ま
た
そ
れ
と
並
行
し
て
す
す
め
ら
れ
た
。
絵
図
面
が

完
成
す
る
と
、
宝
永
三
年

一
月

一
九
日
に
飯
初
め
を
し
、
六
月
二
三
日
に
柱
立
、

九
月
二
八
日
に
上
棟
が
と
り
行
わ
れ
た
。
管
見
の
限
り
甲
府
城
殿
舎
造
営
作
事

組
織
を
直
接
知
る
史
料
は
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、

『
楽
只
堂
年
録
』
の
他
に
町

年
寄
大
木
家
文
書

『
用
留

（
１０
）
』
、
な
ら
び
に
甲
州
在
方
国
役
大
工
の
一
人

で
あ
る
、
旧
畔
村

（現
在
甲
府
市
住
吉
町
）
の
加
賀
美
家
所
蔵
文
書
を
も
と
に
、

お
お
よ
そ
つ
状
況
を
把
握
し
て
お
こ
う
。
甲
府
城
殿
舎
に
掲
げ
ら
れ
た
棟
札
文

言
の
一
部
を
次
に
示
す
。

〔史
料
１
〕

（右
）
新
羅
二
郎
後
胤
国
主
四
位
少
将
源
吉
保
朝
臣
営
造

（中
）
甲
斐
国
城
中
　
　
公
署

（左
）
賓
永
三
年
丙
戊
九
月
二
八
日
上
棟

（下
）
奉
行
家
臣
　
柳
沢
権
大
夫
源
保
格

家
臣
　
平
岡
宇
右
衛
門
源
資
因

家
巨
　
近
藤
図
書
藤
原
武
務

家
臣
　
鈴
木
主
水
滋
野
正
竹

副
奉
行
家
臣
　
松
平
九
左
衛
門
源
貞
清

都
料
匠
　
内
山
和
泉
橘
政
舎

造
営
上
の
建
設
技
術
責
任
者
で
あ
る
都
料
匠
は
、
柳
沢
家
家
臣
の
御
大
工
頭

内
山
金
兵
衛
が
務
め
て
い
る
。
ま
た
造
営
奉
行
の
柳
沢
、
平
岡
、
近
藤
、
鈴
木

の
四
名
は
家
老
職
に
あ
り
、
副
奉
行
の
松
平
九
左
衛
門
は
こ
の
時
御
用
人
で
あ

っ

た
と
推
察
さ
れ
る
。
宝
永
三
年
九
月
二
八
日
の
上
棟
に
続
き
、
吉
保
は
主
だ

っ

た
功
労
者
に
金
品
を
下
賜
し
て
い
る
が
、
対
象
と
な

っ
た
諸
職
人
の
名
ま
で

『
楽
只
堂
年
録
』
で
は
わ
か
ら
な
い
。

さ
て
、
甲
府
城
殿
舎

の
絵
図
面
作
成
を
担
当
し
た
の
は
甲
州
在
方
、
千
塚
村

（現
在
甲
府
市
に
編
入
）
の
役
引
大
工
、
中
沢
長
右
衛
門
で
あ
る
。

『
新
編
甲

州
古
文
書
』
中
に
は
、
こ
の
中
沢
家
に
対
し
て
発
給
さ
れ
た
天
正
八
年

（
一
五

八
〇
）
の
武
田
家
印
判
状
写
と
、
同

一
〇
年
の
徳
川
家
印
判
状
写
が
収
め
ら
れ

て
い
る
。
同
様
に
、
役
引
大
工
を
務
め
た
畔
村
の
加
賀
美
家
に
は
現
在
二
〇
点

を
超
え
る
史
料
が
保
存
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
右
の
中
沢
家
関
係
の
も
の

が
数
点
含
ま
れ
て
い
る
。
千
塚
村
の
中
沢
家
と
畔
村
の
加
貿
美
家
は
と
も
に
甲

府
近
郊
の
役
引
大
工
を
務
め
る
立
場
上
、
交
流
の
篤
か

っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

こ
の
う
ち
元
文
三
年

（
一
七
三
八
）
四
月
に
、
千
塚
村
の
役
引
大
工
中
沢
宇
兵

衛
が
御
用
を
拝
命
し
た
い
と
奉
行
に
願
い
出
た
願
書

「
乍
恐
奉
願
候
口
上
書
之

覚
」
の

一
部
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

〔史
料
２
〕

一
、
松
平
美
濃
守
様
御
代
宝
永
弐
乙
酉
年
、
営
御
城
内
御
居
間
御
厩
御
會
所

二
而
御
絵
図
を
以
御
普
請
中
世
話
仕
候
様

二
と
、
御
奉
行
衆
う
父
長
右
衛
門

ニ

被
御
付
候
、
只
今
御
絵
図
所
持
仕
罷
在
候
、
十
四
日
之
御
役
相
勤
罷
在
侯
御
事
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こ
の
文
言
の
通
り
、
中
沢
長
右
衛
門
が
作
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
絵
図
控
え

の
一
部
が
や
は
り
加
賀
美
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
絵
図
断
片
は
対
象
の

建
築
が
何
で
あ
る
か
今
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
他
の
絵
図
面

と
の
照
合
に
よ
り
、
宝
永
期
甲
府
城
殿
舎
で
あ
る
と
判
明
し
た
。
絵
図
の
破
損

が
ひ
ど
く
図
面
の
全
貌
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
山
梨
県
立
図

書
館
蔵
、
若
尾
史
料
中
の

『
御
城
中
御
普
請
御
住
居
総
図
、
１
な
ら
び
に
２
』

と
比
較
し
、
部
分
比
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
１
が
史
料
２
中
の

「御
会
所
」

に
、
２
が

「
御
居
間
」
に
相
当
し
て
い
る
。
但
し

「
御
厩
」
の
図
面
は
見
当
ら

な
い
。

二
　
殿
舎
復
原
な
ら
び
に
建
築
的
考
察

宝
永
の
甲
府
殿
舎
図
面
を
、
前
記

『
御
城
中
御
普
請
御
住
居
総
図
、
１
な
ら

び
に
２
』

（以
下

『
総
図
』
と
略
）
よ
り
図
１
１
ム
、
ｂ
、
図
２
１
ム
、
も
に

示
す
。
そ
れ
ぞ
れ

ａ
は
全
体
図
、
ｂ
は
室
名
を
記
入
し
た
平
面
図
で
あ
る
。

『
総
図
』
は
大
正
六
年
の
写
し
で
あ
る
が
、
造
営
時
に
副
奉
行
を
務
め
る
こ
と

に
な
る
松
平
九
左
衛
門
の
名
と
宝
永
二
年

一
一
月
の
日
付
が
あ
り
、
同
じ
時
に

甲
府
城
曲
輪
修
復
計
画
の
絵
図
面
が
幕
府
に
提
出
さ
れ
て
い
る
事
実
か
ら
す
る

と
、

『
総
図
』
の
も
と
と
な
っ
た
原
図
は
同
じ
く
幕
府
に
提
出
さ
れ
た
絵
図
面

の
控
え
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
宝
永
二
年
の
絵
図
作
成
段
階

に
お
け
る
殿
舎
建
築
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
さ
ら
に

『
楽
八
堂
年
録
』

（以
下

『
年
録
』
と
略
）
第

一
七
三
巻
所
収
の
図
面
に
よ
っ
て
、
甲
府
城
内
に

実
際
に
構
築
さ
れ
た
建
物
の
形
態
を
知
り
、
前
段
階
と
比
較
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。

『
年
録
』
中
の
図
面
を
図
３
１
①
ど
⑤
に
、
各
建
物
の
配
置
を
知
る

上
で
の
甲
府
城
郭
全
体
図
を
図
４
に
示
す
。
櫓
や
鎮
守
祠
堂
等
も
同
時
に
補
修
、

増
築
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
殿
舎
造
営
の
中
心
を
な
し
た
代
表
的
建
物
の

み
に
対
象
を
限
定
す
る
。

（図
１
、
な
ら
び
に
図
３
１
①
）

楽
屋
曲
輪
の

「
御
会
所
」

（以
下
楽
屋
曲
輪
の

「
殿
舎
棟
」
と
呼
ぶ
）
を
中

心
に
長
屋
門
が
廻
り
、
さ
ら
に
能
舞
台
と
上
下
の
楽
屋
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
年
始

・
佳
節

・
朔
望
等
の
祝
式
を
行
う
儀
礼
的
な
建
物
で
あ
る
。
こ

の
う
ち
特
に
中
心
と
な
る
殿
舎
棟
に
つ
い
て
、

『
裏
見
寒
話
』
で
は
張
附
襖
、

釘
隠
し
等
に
柳
沢
家
の
花
菱
定
紋
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
し
、
さ
ら
に

「
上
段

御
間
は
明
り
床
彫
物
も
花
菱
、
畳
は
備
後
表
十
五
畳
敷
、
襖

・
杉
戸
の
引
手
も

花
菱
、
杉
戸
の
絵
は
皆
探
信
の
筆
也
。
」
と
記
述
し
て
い
る
。

図
１
１
ｂ
と
図
３
１
⌒①
を
比
較
す
れ
ば
明
確
で
あ
る
が
、
実
は
上
段
之
間
の

位
置
が
こ
の
両
図
で
全
く
異
な

っ
て
い
る
。
元
来
、
殿
舎
棟
の
最
南
端
に
、
東

西
方
向

へ
縦
列
に
つ
な
が
る

「
御
上
段
」
、
　
コ

之
間
」
、

「
御
次
」
が
計
画

さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
実
際
に
は
別
に

「
下
段
」
を
設
け
て

「
御
上
段
」
か
ら

「
御
次
」
に
至
る
座
敷
列
を
釣
の
手
型
に
屈
折
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て

「
上
段
」

に
隣
接
し
て

「
納
戸
」
を
設
け
て
い
る
。
建
物
母
屋
部
分
の

「
御
次
」
か
ら
庇

部
分
と
考
え
ら
れ
る
東
端
の

「
次
」

へ
の
動
線
に
も
若
干
変
更
が
見
ら
れ
る
。

座
敷
列
の
こ
の
よ
う
な
設
計
変
更
は
能
舞
台
と
の
関
係
を
考
え
て
行
わ
れ
た
こ

と
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。

近
世
大
名
の
殿
舎
や
居
館
に
お
い
て
、
能
舞
台
を
設
け
る
こ
と
は
よ
く
行
わ

れ
て
い
る
。
例
え
ば
時
代
的
に
少
し
朔
る
例
で
あ
る
が
、
仙
台
城
二
九
居
館
の

天
和
以
前
と
推
定
さ
れ
る
図
面
で
は
図
３
１
①
と
同
様
に
座
敷
列
は
釣
の
手
型

に
並
び
、
能
舞
台
と
上
段

（御
上
壇
）
、
下
段
の
三
つ
の
空
間
が
庭
を
隔
て
て

一
列
に
配
置
さ
れ
た
形
を
と
る
。
同
じ
伊
達
家
の
寛
文
期
の
江
戸
愛
宕
下
上
屋

敷
で
は
こ
れ
と
異
な
り
、
図
１
１
，ｂ
と
同
様
床
を
背
に
し
な
い
で
舞
台
能
を
観

覧
す
る
配
置
を
と
る
が
、
佐
藤
巧
氏
に
よ
れ
ば
こ
ち
ら
が
古
式
で
あ
る
と
し
て
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い
る
。
甲
府
城
殿
舎
は
寛
文
―
天
和
期
よ
り
は
時
代
が
下
る
が
、
結
局
古
い
形

式
で
当
初
計
画
さ
れ
た
座
敷
配
置
を
、
床
を
背
に
す
る
形

へ
と
変
更
し
た
と
い

う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

ま
た
、
実
際
の
建
築
変
更
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
た
だ
図
面
表
現
の
変
更
に

す
ぎ
な
い
か
定
か
で
な
い
が
、
図
１
１
・ｂ
で
は
座
敷
列
を
囲
む
縁
が
博
縁
、
図

３
ｌ
①
で
は
切
目
縁
に
な

っ
て
い
る
。

さ
て
、
図
３
１
①

の
内
容
と

『
裏
見
寒
話
』
中
の
記
致
を
照
合
し
、
儀
礼
空

間
で
あ
る
楽
屋
曲
輪
殿
舎
棟
の
う
ち
で
も
最
も
格
の
高
い

「
上
段
之
間
」
に
つ

い
て
、
よ
り
克
明
に
復
原
し
て
み
よ
う
。

『
総
図
』
に
は
図
１
、
２
に
掲
載
し

た
内
容
の
他
に
開
口
部
装
置
や
天
丼
、
軒
の
仕
上
げ
が
記
入
さ
れ
て
お
り
、
ま

た
屋
根
が
架
か
る
範
囲
も
彩
色
で
示
さ
れ
て
い
る
。

『
年
録
』
の
図
面
で
は
そ

れ
ら
が
不
明
だ
が
、

『
総
図
』
か
ら
確
実
な
情
報
を
選
択
、
考
証
し
て
補
填
す

る
こ
と
に
す
る
。
尚
、

『
裏
見
寒
話
』
は
殿
舎
棟
の
す
で
に
存
在
し
な
い
宝
暦

年
間
に
上
梓
さ
れ
た
い
わ
ば
二
次
史
料
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
筆
者
は
建
築
を
専

門
と
す
る
人
物
で
な
い
た
め
、
記
述
照
合
作
業
に
は
か
な
り
大
胆
な
想
像
や
否

定
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。

（
１
）
上
段
御
間
は
明
り
床
彫
物
も
花
菱
…
…
明
り
床
と
は
い
わ
ゆ
る
附
書
院

で
あ
る
。
図
３
１
①
中

「
上
段
」
の
北
側
壁
面
に

「
ト
コ
」
、

「
タ
ナ
」
の
記

入
が
あ
る
。

「
ト
コ
」
即
ち
床
の
間
に
続
け
て
明
り
書
院
、
即
ち
附
書
院
が
あ

り
、
そ
れ
を
指
す
と
仮
定
す
れ
ば
、
明
り
床
彫
物
は
附
書
院
欄
間
の
彫
物
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
彫
物
の
モ
チ
ー
フ
に
は
、
や
は
り
花
菱
定
紋
が
用
い
ら
れ
て

い
る
と
さ
れ
る
。

（
２
）
畳
は
備
後
表
十
五
畳
敷
…
…
備
後
産
の
畳
表
を
用
い
て
い
る
の
は
可
と

し
て
、
二
五
畳
敷
と
い
う
の
は
謎
で
あ
る
。

『
総
図
』
の
原
本
は
実
際
の
一
間

が

一
寸
の
ス
ケ
ー
ル
に
縮
小
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
図
面
で
あ
り
、
そ
れ

に
従
う
と
図
１
１
も

に
お
け
る
設
計
段
階
の

「
御
上
段
」
は
三
間
×
三
間
の
一

八
畳
敷
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
図
３
１
①
で
は
も
と
の

「
御
上
段
」
に
床
、
棚

の
三
畳
分
を
加
え
て
そ

っ
く
り

「
下
段
」
に
し
て
し
ま
い
、
同
大
の

「
上
段
」

を
新
た
に
設
け
て
い
る
か
ら
、
結
局
二

一
畳
敷
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

二
五
畳
敷
き
と
は
、
五
間
×
二
間
半
の
部
屋
で
な
い
と
納
め
ら
れ
な
い
た
め
、

『
裏
見
寒
話
』
中
の
こ
の
数
字
は
真
憑
性
が
薄

い
と
考
え
る
。

（
３
）
換

●
杉
戸
の
引
手
も
花
菱
、
杉
戸
の
絵
は
皆
探
信
の
筆
也
。
…
…

『
総

図
』
中
の
建
具
記
載
は
、
主
に
障
子
、
襖
、
杉
戸
で
あ
る
。
そ
の
引
手
金
具
に

も
花
菱
の
モ
チ
ー
フ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
さ
ら
に
杉
戸
の
絵
は

狩
野
探
信
の
筆
に
な
る
と
述
べ
て
い
る
。

『
楽
只
堂
年
録
』
に
は
柳
沢
家
の
江

戸
屋
敷
の
内
部
装
飾
記
述
が
見
ら
れ
る
が
、
狩
野
探
信
の
絵
を
用
い
る
点
で
は

江
戸
も
甲
府
も

一
致
し
て
い
る
。

ま
た

『
総
図
』
に
よ
る
と
座
敷
列
南
側
の
庇
に
相
当
す
る
空
間

（
畳
廊
下
か
）

に
は
、
部
屋
境
延
長
ご
と
に
杉
戸
が
入
り
、
同
時
に

「
竹
之
節
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
、
杉
戸
の
上
部
に
は
竹
ノ
節
欄
間
が
入
る
の
で
あ
ろ
う
。

同
時
に
、
図
１
１
・ｂ
に
お
け
る

「
御
上
段
」
―
名

一
之
間
」
―
名
御
次
」
―

「
次
」
の
各
部
屋
境
に
は
大
襖

（禎
）
が
入
り
、
さ
ら
に

「鴨
居
上
簾
さ
ま
」

と
あ
る
。
簾
さ
ま
と
は
簾
狭
間
、
即
ち
簾
の
つ
い
た
格
狭
間
を
指
し
て
い
る
が
、

こ
こ
で
は
鴨
居
上
に
つ
い
て
の
説
明
で
当
然
欄
間
の
種
類
を
指
定
し
た
記
載
で

あ
る
た
め
、
格
狭
間
の
配
さ
れ
た
依
欄
間
で
あ
ろ
う
と
推
定
す
る
。
尚

「
一
之

間
」
、

「
御
次
」
の
北
側
の
開
口
部
は
襖
、
南
側
は
欄
間
と
も
に
障
子
戸
が
入

∠０
。図

３
１
①^
で
は

「
上
段
」
に
隣
接
し
て

「
納
戸
構
」
と
い
う
記
載
が
見
ら
れ

る
。
前
述
の
通
り
、
座
敷
列
を
鉤
の
手
型
に
屈
折
さ
せ
た
と
同
時
に

「
納
戸
」

を
設
け
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

「
上
段
」
と

「
納
戸
」
の
部
屋
境
に
は

「
納
戸
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図 2-a 御城中御普語御住居総図 2(屋形曲輪 )
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構
え
」
も
し
く
は

「
帳
台
構
え
」
と
呼
ぶ
開
口
部
装
置
を
設
け
る
こ
と
が
通
例

で
あ
る
。
殿
舎
建
築
に
お
け
る
納
戸
構
え
と
は
畳
の
面
よ
り
少
し
上
に
敷
居
を

お
き
、
鴨
居
は
長
押
よ
り

一
段
低
く
設
け
て
、
丈
の
低
い
四
枚
の
豪
華
な
襖
を

入
れ
る
形
式
を
と
る
。
中
央
の
二
枚
は
左
右
に
引
分
け
と
し
、
引
手
に
緋
房
を

付
け
る
こ
と
が
多
い
。
甲
府
城
楽
屋
由
輪
殿
舎
棟
の
納
戸
構
え
も
お
そ
ら
く
ほ

ぼ
同
様
の
形
態
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に

『
総
図
』
に
よ
る
と
、
殿
舎
棟

の
天
丼
の
記
載
は

「
板
天
丼
」
、

「
加
々
美

（鏡
）
天
丼
」
が
あ
り
、
そ
の
他
燭
台
部
屋
や
油
部
屋
は
防
火
の
為

に

「
上
ケ
塗
」
と
し
、
椀
部
屋
や
荒
物
部
屋
な
ど
物
置
的
空
間
、
も
し
く
は
囲

炉
裏
の
あ
る
煮
焼
之
間
な
ど
は

「
一異
板
」
、
即
ち
天
丼
を
張
ら
ず
に
屋
根
裏
が

そ
の
ま
ま
見
え
る
仕
上
げ
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
上
段
之
間
の
天
丼
に
は

「
板
天
丼
」
と
あ
る
。
板
天
丼
と
は
文
字
通
り
板
張
り
の
天
丼
に
対
す
る
総
称

で
、
悼
縁
天
丼
、
格
天
丼
、
鏡
天
丼
等
多
数
の
種
類
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
前
述

の
よ
う
に

「
鏡
天
丼
」
は
別
途
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
殿
舎
の
座

敷
に
か
さ
わ
し
い
格
天
丼
、
も
し
く
は
樟
縁
天
丼
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
う
。

コ
暴
見
寒
話
』
に
よ
る
と
、

「
楽
屋
曲
輪
殿
中
張
附
襖
格
天
丼
…
」
と
い
う
記

載
の
あ
る
こ
と
、
二

一
畳
大
の
上
段
之
間
で
あ
る
か
ら
格
天
丼
が
よ
り
適
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
の
一
百
小か
ら
格
天
丼
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
と
思
う
。

以
上
の
内
容
を
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
、
図
３
１
⌒①
に
お
い
て

「
下
段
」
の
室

内
に
立

っ
て
北
側
を
向
き
、
奥

の

「
上
段
」
を
見
通
し
た
内
観
透
視
図

（
イ
ン

テ
リ
ア
・
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
）
を
作
図
し
、
図
５
に
示
す
。

「
下
段
」
の
右

手
に
あ
る
部
屋
が

「
一
之
間
」
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
通
り
不
明

な
点
も
い
く
つ
か
あ
る
が
、
ほ
ば
こ
こ
に
示
す
姿
が
宝
永
三
年

（
一
七
〇
六
）

よ
り
約
三
〇
年
間
、
甲
府
城
に
存
在
し
て
い
た
最
も
格
の
高
い
部
屋
の
様
相
で

あ
る
。

能
舞
台
と
の
視
覚
的
な
軸
線
を
考
慮
に
入
れ
て
、
座
敷
列
の
配
置
変
更
を
し

た
と
思
わ
れ
る
こ
と
に
は
す
で
に
触
れ
た
が
、
こ
の
能
舞
台
は
柳
沢
の
文
芸
愛

護
を
物
語
る
施
設
で
あ
る
。
吉
里
が
甲
府

へ
入
城
し
て
間
も
な
い
宝
永
七
年

一

〇
月
末
、
こ
の
舞
台
で

「
能
を
奏
て
さ
せ
自
身
に
も
舞
い
て
家
中
の
諸
士
並
に

国
中
の
寺
社
町
中
道
中
の
者
ま
て
に
見
物
さ
せ
た
り
」
と
あ
る
。
町
中
の
者
と

い
っ
て
も
上
層
町
民
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、　
一
〇
月
二

一
日
新
し
い
能
舞

台
で
能
を
演
ず
る
若
い
藩
主
に
、
町
年
寄
以
下
が
拝
謁
に
出
向
い
た
。
江
戸
、

ひ
い
て
は
上
方
の
武
芸
、
文
芸
を
甲
府
に
移
入
し
た
柳
沢
時
代
の
幕
明
け
で
あ

っ

た
。し

か
し
、
柳
沢
時
代
の
後
、
殿
舎
棟
と
下
楽
屋
は
取
り
崩
さ
れ
、
能
舞
台
は

「
銅
瓦
田
安
御
殿

へ
引
せ
ら
る
」
と

『
裏
見
寒
話
』
は
述
べ
て
い
る
。

『
御
用

留
帳
』
に
よ
る
と
、
元
文
四
年

（
一
七
三
九
）
二
月
に
殿
舎
棟
は
江
戸
深
川
の

商
人
が

一
括
請
負
で
取
り
壊
し
て
お
り
、
能
舞
台
と
楽
屋
も
寛
保
二
年

（
一
七

四
二
）
五
月
よ
り
取
り
崩
し
の
請
負
人
が
入
札
で
公
募
さ
れ
た
。
楽
屋
の
廃
材

は
さ
ら
に
寛
保
四
年
に
至

っ
て
や
は
り
入
札
で
町
民
に
払
い
下
げ
ら
れ
た
。

（図
２
、
な
ら
び
に
図
３
１
②
）

屋
形
曲
輪
の

「
御
居
間
」
＝
御
屋
形
、
す
な
わ
ち
吉
里
の
住
居
で
あ
る
。
主

上
の
寝
所
と
正
室
の
寝
所
を
中
心
と
す
る
二
棟
の
翼
部
に
、
長
局
や
、
厨
房
等

生
活
空
間
の
設
け
ら
れ
た
構
成
を
と
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
翼
部
の
持
仏
堂

（拝
所
）

が
、
竜
華
山
永
慶
寺
を
営
む
等
、
特
に
黄
乗
宗
に
信
仰
の
厚
か

っ
た
柳
沢
家
の

信
仰
生
活
を
窺
わ
せ
る
。
こ
の
屋
形
は
柳
沢
吉
里
が
大
和
郡
山
に
転
封
に
な

っ

て
間
も
な
い
享
保

一
二
年

（
一
七
二
七
）
冬
、
火
事
で
焼
失
し
た
。

（図
３
ｌ
③
）

城
内
で
最
も
高
い
建
物
が
本
丸
の
天
守
台
で
あ
る
が
、
宝
永
年
間
に
新
築
さ

れ
た
も
の
で
な
く
、
寛
文
年
間
に
甲
府
家
が
建
設
し
、
柳
沢
家
が
補
修
を
加
え
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図3-③～③ 楽只堂年録中図面
(と )図 3中 、4名 については、一部のh仮名表現を漠年に直して記載した.
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図
5「
上
段
之
問
」
推
定
復
原
透
視
図



た
。
図
３
１
③

の
建
物
は
柳
沢
の
造
営
に
よ
り
、
天
守
台
の
西
脇
に
建
設
さ
れ

た
。
荻
生
復
篠
の

『
峡
中
紀
行
』
は
甲
府
城
殿
舎
造
営
に
関
し
て
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

「
州
原
昨
監
撫
潜
邸
時
所
封
。
故
事
。
親
藩
不
之
国
。
以
故
城
唯
楼
蝶
。
内

不
設
殿
閣
。
及
吾
藩
昨
茅
後
。
不
得
無
所
営
置
也
。
是
時
土
木
紛
興
。
人
工
蟻

乗
。
」
宝
永
三
年
九
月

一
〇
日
、
甲
府
城
殿
舎
上
棟
式
の
一
八
日
前
に
、
復
傑

が
甲
府
を
訪
れ
た
際
の
記
事
で
あ
る
。
柳
沢
時
代
ま
で
は
甲
府
に
入
城
し
な
い

家
門
を
領
主
と
し
て
い
た
た
め
城
は
た
だ

「
楼
蝶
」
、
す
な
わ
ち
望
楼

（物
見

櫓
）
と
姫
垣
の
み
で
、
内
部
に
殿
舎
を
設
け
な
か

っ
た
。
今
度
始
め
て
殿
舎
を

造
営
し
、
そ
の
土
木
工
事
が
盛
ん
に
行
わ
れ
、
人
足
が
蟻
の
よ
う
に
集
ま

っ
て

い
る
と
述
べ
て
い
る
。
近
世
初
期
、
城
郭
建
設
に
力
を
入
れ
た
浅
野
家
時
代
の

構
築
さ
れ
て
間
も
な
い

『
甲
府
城
之
図
』
で
は
、
確
か
に
櫓
と
門
と
兵
舎
様
の

若
干
の
建
物
の
み
が
描
か
れ
て
い
る
。

徊
傑
も
こ
の
天
守
台
に
登
り
、
周
囲
の
眺
望
に
感
嘆
し
た
。
天
守
台
は
や
が

て
享
保

一
二
年
焼
失
し
た
。

（図
３
ｌ
④
）

清
水
曲
輪
の
御
殿
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
に
吉
里
の
庶
子
国
丸
の
住
居
と
し
て

使
わ
れ
た
た
め
、

「
御
殿
」
と
呼
ば
れ
る
。
享
保

一
二
年
に
焼
失
し
た
。

（図
３
ｌ
③
）

卿
異
見
寒
話
』
に
よ
る
と
、

「
御
花
畑
山
の
手
御
門
ほ
東
に
吉
里
領
せ
ら
る

る
内
は
長
屋
門

一
構
あ
り
。
其
長
屋
も
御
取
崩
と
成
て
跡
畑
と
な
る
」
と
あ
り
、

文
中
の

「
長
屋
」
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
も
、　
コ
異
見
寒
話
』
の

執
筆
さ
れ
た
宝
暦
年
間
に
は
す
で
に
存
在
し
な
か
っ
た
訳
で
あ
る
。

宝
永
の
甲
府
城
殿
舎
造
営
は
、

「
是
ぞ
甲
府
の
花
盛
り
」
と
い
わ
れ
た
柳
沢

時
代
の
開
始
を
表
徴
す
る
作
事
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
享
保
九
年

（
一
七
二
四
）

に
柳
沢
吉
里
が
大
和
郡
山
に
転
封
と
な
り
、
甲
斐

一
円
が
幕
領
化
し
て
間
も
な

く
、
こ
れ
ら
城
内
の
建
築
物
は
火
災
で
焼
失
し
た
り
、
維
持
管
理
が
で
き
な
い

た
め
破
却
処
分
と
な

っ
た
。
ま
さ
に
繁
栄
の
柳
沢
時
代
約
二
〇
年
間
余
の
み
存

続
し
た
建
築
文
化
の
象
徴
で
あ

っ
た
。

〓
一　
殿
舎
造
営
の
職
人
像

図
４
を
見
る
と
城
の
西
側
に
普
請
方
定
小
屋
が
あ
り
、
前
述
し
た
径
徐
の
言

う

「
人
工
蟻
乗
」
、
蟻
の
よ
う
に
集
ま

っ
た
人
足
た
ち
の
拠
点
で
あ

っ
た
ろ
う

と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
職
人
や
人
足
は
ど
こ
か
ら
召
集
さ
れ
た
か
。
元
禄

一
〇

年

（
一
六
九
七
）
に
病
気
で
職
を
退
い
た
坂
田
氏
に
代

っ
て
町
年
寄
を
務
め
た

大
木
家
に
よ
る
、
宝
永
三
年
か
ら
五
年
ま
で
の

『
御
用
留
帳
』
に
よ

っ
て
概
況

を
知
り
う
る
。
宝
永
三
年
の
用
留
は
殿
舎
造
営
が
終
盤
に
入

っ
た
九
月
二
〇
日

の
記
事
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
年
の
一
二
月
三
日

「
御
普
請

二
付
他
国
之

者
共
参
り
此
間
段
々
國
本

へ
帰
り
候
者

ハ
、
先
達
而
申
渡
候
通
帰
書
上
ヶ
被
指

出
、
勿
論
諸
用
支
有
て
不
帰
、
宿

二
居
候
者
之
類

ハ
逗
留
之
訳
詮
義
可
被
致
候

…
」
と
い
う
触
が
廻
さ
れ
、
作
事
で
甲
府
に
来
て
い
た
職
人
が
帰

っ
た
場
合
そ

の

「
帰
書
」
を
提
出
、
ま
だ
逗
留
を
続
け
る
者
は
そ
の
理
由
と
所
在
を
確
認
す

る
よ
う
通
達
が
出
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
通
達
は
以
前
に
も
出
さ
れ
た
と
思
わ

れ
、
ま
た
同
年

一
二
月
、
翌
四
年
九
月
に
も
再
び
出
さ
れ
る
が
、
四
年

一
〇
月

四
日
の
大
地
震
に
見
舞
わ
れ
た
直
後
、
近
隣
諸
国
の
職
人
で
甲
府
に
滞
在
す
る

者
の
身
元
確
認
の
た
め
、
徹
底
し
た
調
査
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
結
果
を
表

１
に
ま
と
め
る
。
但
し
、
大
木
家
は
元
来
山
田
町
の
名
主
を
務
め
た
家
柄
の
た

め
、
住
民
か
ら
の
書
上
げ
は
山
田
町
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
従

っ
て
表

１
は
甲
府
全
町
の
う
ち
山
田
町

一
ど
三
丁
目
に
存
在
し
た
外
来
職
人
の
数
を
中

心
に
示
す
も
の
で
あ
り
、
甲
府
全
町
で
は
少
な
く
と
も
こ
の
数
倍
以
上
に
な
る

-135-



表-1 宝永 3～ 5年甲府外からの職人滞在状況

特に町名のない～丁目は山田町を指す。

Nll 出  典 日 付 事

1 宝永二年御用留帳 10月 27日 覚 一丁目七浜約立嗚 とに下山大工 4人が
宿をとっている。

2 12月 7日 覚 一丁目伝右衛門のもとに滞在していた
鳶の者は、組下30人 を召連れ昨 6日 国
本へ帰った。

3 12月 (中 旬 )
書上 ケ申御事

相州小田原の甚四郎という大工が御普
請で当地に来ており、今まで穴山町三

丁目市兵衛のもとに宿をとっていた。

4 12月 (10日 )覚 三丁目与兵衛のもとに滞在していた石
和町万右衛門という大工は、組下の大
工と共に全員昨 9日 に帰った。

5 12月 9日 ―一― 大和屋吉兵衛組下鳶の者 3人、 7日 に
帰った。

6 宝永四年御用留帳 10月 11日
書上ヶ申御事

10月 10日 の触を受け、山田町に滞在す
る諸職人、商人の書上げを提出。合計
6件中、1件が鳶、3件が大工である。
①入郎兵衛のもとに昨年 6月 から宿泊
している相州湯村の鳶、政右衛門、
五兵衛、逗留中
②七兵衛のもとに今年 1月 から宿泊し
ている江戸京橋の大工八兵衛、善五
郎、逗留中
③権左衛門のもとに今年 3月 から宿泊
している大工、京都の古兵衛と江戸
の九右衛門、逗留中
④久兵衡のもとに今年 7月 から宿泊し
ている江戸三河丁の大工七郎兵衛、
逗留中

7 11月 14日 覚 前記の江戸の大工九右衛門、緑町へ昨
13日 宿替をした。

宝永五年御用留帳 4月 13日 覚 一丁目七兵衛のもとに宿泊していた江
戸新右衛門丁の大工、善五郎は仕事を
終え、昨12日 国本へ帰った。

4月 29日 覚 一丁目重右衛門借屋にいた二郎兵衛は
この29日 に連雀町二丁目半之丞のもと
に大工の弟子に入った。

9月 3日 覚 竪近習町の甚五兵衛のもとに宿泊して
いた江戸赤坂田町の大工、清二郎、長
四郎、二郎右衛門の二名は昨 2日 に山
田町一丁目の重右衛門のもとに宿を替
えた。
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と
考
え
ら
れ
る
。

表
１
中
の
１
は
、
甲
州
の
在
方
大
工
の
中
で
最
大
の
勢
力
を
持
つ
下
山
大
工
に

関
す
る
、
甲
府
の
御
用
留
中
初
見
記
事
で
あ
る
。
甲
府
の
町
方
大
工
仲
間
と
下

山
大
工
は

一
八
世
紀
半
ば
以
降
、
特
に
安
永
年
間
と
文
政
年
間
に
職
域
を
か
け

た
激
し
い
係
争
を
繰
り
広
げ
て
い
る
。
こ
の
記
事
に
よ
り
す
で
に
一
人
世
紀
初

頭
の
甲
府
に
お
い
て
仕
事
を
し
て
い
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
。
建
築
系
職
人
と

し
て
は
大
工
と
鳶
が
集
国
で
移
動
を
し
て
お
り
、
そ
の
出
身
地
は
小
田
原
、
石

和
、
江
戸
、
京
都
等
と
多
様
だ
が
、
江
戸
か
ら
の
職
人
の
多
さ
が
目
立
っ
て
い

る
。
柳
沢
家
は
駒
込
屋
敷
を
は
じ
め
、
江
戸
に
複
数
の
屋
敷
を
所
有
し
、
そ
こ

で
専
門
の
建
築
職
人
組
織
を
あ
る
程
度
抱
え
て
い
た
と
推
察
で
き
る
が
、
甲
府

城
殿
舎
造
営
に
彼
ら
が
召
集
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
但
し
表
１
に
見
る
職
人

た
ち
と
直
接
の
つ
な
が
り
は
不
明
で
あ
る
。
甲
府
城
殿
舎
が
ほ
ば
完
成
し
た
と

考
え
ら
れ
る
宝
永
三
年
の
暮
に
は

「
組
下
の
者
共
召
連
れ
」
、
多
数
の
職
人
が

国
元
へ
帰
郷
し
て
い
く
状
況
が
わ
か
る
。
が
、
統
く
四
年

一
〇
月
に
山
田
町
の

職
人
滞
在
を
記
し
た
６
の
記
事
で
は
、
四
年
に
入
っ
て
か
ら
甲
府
に
や
っ
て
来

た
少
数
の
職
人
グ
ル
ー
プ
の
存
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
ら
は
あ
な
が
ち

甲
府
城
の
造
営
修
復
に
た
ず
さ
わ
る
職
人
と
は
限
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
五
年
に
な
る
と
記
事
の
性
格
に
変
化
が
見
ら
れ
、
宿
替
え
や
大
工
の
弟

子
入
門
な
ど
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
宝
永
四
、
五
年
に
至
っ
て
は
す
で
に
多

数
の
職
人
の
移
動
が
終
結
し
、　
一
部
の
他
国
職
人
が
甲
府
に
逗
留
し
な
が
ら
、

藩
士
の
住
宅
も
含
ん
だ

一
般
の
建
築
需
要
に
対
応
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
甲
府
城
殿
舎
造
営
の
組
織
に
関
し
て
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

①
造
営
の
建
築
責
任
者
で
あ
る

「
都
料
匠
」
は
柳
沢
家
の
御
大
工
頭
内
山
金
兵

衛
が
務
め
、
殿
舎
の
絵
図
作
成
は
甲
州
在
方
、
千
塚
村
役
引
大
工
の
中
沢
長
右

衛
門
が
担
当
し
た
。

②
工
事
に
あ
た
り
相
、
甲
、
武
州
と
い
っ
た
近
隣
や
京
都
か
ら
、
多
数
の
鳶
と

大
工
が
甲
府
に
集
ま
っ
た
。
中
で
も
江
戸
の
職
人
の
活
躍
が
目
立

っ
い
る
。
彼

ら
の
一
部
は
殿
舎
そ
の
も
の
が
完
成
し
て
後
も
、
甲
府
で
建
設
活
動
を
続
け
た

と
考
え
ら
れ
る
。

四
　
結
び

・
甲
府
町
方
大
工
と
柳
沢
時
代

近
世
を
通
じ
て

一
般
に
建
築
職
人
は
増
加
す
る
傾
向
に
あ
る
。
ま
た
藩
初
に

設
定
さ
れ
た
職
人
役
や
役
引
屋
敷

（も
し
く
は
拝
領
屋
敷
）
の
制
度
も
時
代
が

下
る
に
つ
れ
て
次
第
に
変
容
を
見
せ
る
。
甲
府
も
ま
た
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ

た
。
本
来
甲
府
の
町
方
国
役

（役
引
）
大
工
を
中
心
と
し
て
い
た
建
築
職
人
層

に
対
し
、
元
禄
六
年

（
一
六
九
三
）
藩
は
職
人
役
の
徴
用
状
況
と
役
引
屋
敷
の

調
査
を
し
、
国
役
職
人
の
再
把
握
を
目
指
す
。
し
か
し
こ
の
職
人
役
再
編
成
は

変
容
を
見
せ
る
国
役
制
度
を
そ
の
ま
ま
是
認
、
固
定
化
し
て
し
ま
う
性
格
を
持

ち
、
藩
は
ほ
ぼ
同
時
期
に
入
札
請
負
に
よ
る
職
人
２
雇
用
を
盛
ん
に
行
う
。
こ

の
こ
と
は
国
役
制
度
を
全
く
形
骸
化
さ
せ
る
結
果

へ
と
つ
な
が

っ
て
い
っ
た
。

甲
府
が
柳
沢
家
領
有
期
を
迎
え
る
の
は
こ
の
直
後
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に

殿
舎
造
営
を
お
お
む
ね
の
契
機
と
し
て
外
部
職
人
が
甲
府
に
入
り
、
そ
の
ま
ま

逗
留
を
続
け
る
ケ
ー
ス
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
外
部
職
人
の
甲
府
に
お

け
る
活
動
が
顕
在
化
し
は
じ
め
る
の
は
こ
の
時
代
で
あ
る
。
や
が
て
甲
府
町
方

大
工
は
享
保

一
〇
年
の
職
人
役
の
事
実
上
の
消
滅
と
と
も
に
国
役
職
人
集
団
か

ら

「
大
工
仲
間
」

へ
の
傾
斜
を
強
め
て
い
く
。
柳
沢
領
有
期
は
そ
の
過
渡
期
に

あ
た

っ
て
い
る
。
宝
永
の
殿
舎
造
営
は
甲
府
の
建
築
市
場
に
当
座
の
活
況
を
も

た
ら
す
と
共
に
、
甲
府
の
大
工
を

「
仲
間
」
と
し
て
や
が
て
団
結
さ
せ
る
直
接

の
原
因
と
な
る
外
部
職
人
流
入
の
契
機
を
与
え
た
。　
一
八
世
紀
中
後
期
以
降
に
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甲
府
町
方
大
工
集
団
が
見
せ
る
仲
間
結
成
の
動
き
に
対
す
る
遠
因
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。

（本
稿
図
３
１
①^
ど
⑤
、
お
よ
び
図
４
の
作
成
に
あ
た
り
、
東
京
大
学
建
築

史
所
究
室
、
伊
藤
裕
久
氏
の
協
力
を
得
た
。
）

注

甲
府
城
総
合
学
術
調
査
団
編
、
山
梨
県
教
育
委
員
会
、
昭
和
四
四
年

児
玉
幸
多
、
坪
井
清
足
監
修
、
昭
和
五
五
年
　
新
人
物
往
来
社

『
楽
只
堂
年
録
』
第

一
六

一
巻

同
前
、
第

一
六
四
巻

具
体
的
に
は
門
、
小
路
、
町
名
に
対
象
が
及
ん
で
い
る
。

『
楽
只
堂
年
録
』
第

一
七
五
巻

同
前
、
第

一
七
九
巻

同
前
、
第

一
八
六
巻

同
前
、
第

一
九
〇
巻

本
稿
で
は
山
梨
県
立
図
書
館
蔵
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
利
用
し
た
。

加
賀
美
家
に
は
永
禄

一
一
年

（
一
五
六
八
）
の
武
田
家
印
判
状
は
じ

め
二
〇
数
点
の
史
料
が
保
存
さ
れ
て
お
り
、
甲
府
市
役
所
市
丈
編
さ
ん

担
当
の
手
に
よ

っ
て
撮
影
、
整
理
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
市
史
編
さ

ん
担
当
の
御
厚
意
に
よ
り
、
同
室
の
復
写
史
料
を
利
用
す
る
機
会
に
恵

ま
れ
た
。

注

（
９
）
に
同
じ
。

『
松
平
美
濃
守
様
御
家
中
覚
』
（
『
甲
州
文
庫
史
料
』
第
六
巻
所
収
）

お
よ
び
柳
沢
文
庫
蔵

『
重
臣
略
譜
』
に
よ
る
。

（
・４
）

『
新
編
甲
州
古
文
書
』
第

一
巻
中
、
中
沢
皆
太
郎
家
文
書
、
四
〇

一

四
〇
二
。
荻
野
三
七
彦
、
斎
藤
俊
六
編
、
昭
和
四

一
年
、
角
川
書
店

（
‐５
）

こ
の
史
料
は
市
史
編
さ
ん
担
当
室
の
整
理
番
号
四
番
の
も
の
で
、
中

沢
家
関
連
の
史
料
の
う
ち
最
も
真
憑
性
が
高
い
と
判
断
し
て
引
用
し
た
。

し
か
し
、
宝
暦

一
二
年

（
一
七
ズ
ニ
）
成
立
と
考
え
ら
れ
る
別
史
料
に

「松
平
美
濃
守
様
御
領
國
之
節
、
宝
永
二
乙
酉
年
祖
父
宇
兵
衛
相
勤

候
」
と
あ
る
。
こ
ち
ら
の
宇
兵
衛
と
い
う
名
は
誤
記

（写
）
の
可
能
性

が
あ
る
と
考
え
る
が
、
な
お
各
史
料
の
性
格
に
つ
い
て
は
再
考
の
必
要

を
残
す
。
し
か
し
、
甲
府
城
殿
舎
の
絵
図
作
成
は
、
千
塚
村
役
引
大
工

中
沢
氏
の
手
に
よ
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。

（
‐６
）

『
楽
只
堂
年
録
』
第

一
七
三
巻
は
宝
永
二
年
九
月
二
六
日
よ
り
月
末

ま
で
の
記
録
で
あ
り
、
こ
の
日
付
の
限
り

『
総
図
』
よ
り
早
い
こ
と
に

な
る
が
、
同
巻
中
の
図
面
は
実
際
の
工
事
期
間
中
の
記
録
で
あ
り
、
設

計
変
更
が
貼
紙
な
ど
で
指
示
さ
れ
て
い
る
。

（
・７
）

『
近
世
武
土
住
宅
』
佐
藤
巧
　
昭
和
五
四
年
、
叢
文
社

（
・８
）

『
楽
只
堂
年
録
』
第

一
七
六
巻
他

（
・９
）

前
述
の
よ
う
に
上
段
之
間
の
位
置
が
実
際
の
建
設
で
変
更
さ
れ
た
が
、

部
屋
境
そ
の
も
の
の
位
置
は
動
い
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
開
口
部
装
置

は
そ
の
ま
ま
実
施
さ
れ
た
と
考
え
る
。

（
２０
）

『
裏
見
寒
話
』
は
現
在
国
会
図
書
館
は
じ
め
各
大
学
図
書
館
等
に
写

本
が
保
存
さ
れ
、
ま
た

『
甲
斐
志
料
集
成
　
一一ご

、
『
甲
斐
叢
書
　
一金

、

『
未
刊
随
筆
百
種

　
一
八
』
の
三
種
類
の
刊
本
に
活
字
化
さ
れ
て
い
る
。

三
冊
の
う
ち
、

『
甲
斐
志
料
集
成
』
の
記
載
に
だ
け
、
格
の
字
が
見
ら

れ
な
い
が
、
他
の
二
冊
に
は

「
格
天
丼
」
と
あ
る
。

（
２‐
）

但
し
、

『
総
図
』
で
は
殿
舎
棟
の
番
所
や
格
の
低
い
用
部
屋
、
物
書

部
屋
等
に
も

「
板
天
丼
」
と
あ
る
。

『
総
図
』
中
に
記
載
さ
れ
た

「
板
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天
丼
」
は
一
種
類
の
天
丼
仕
上
げ
に
限
ら
ず
、
格
天
丼
、
樟
縁
天
丼
の

両
方
を
含
む
表
現
と
捉
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

（
２２
）

『
福
寿
堂
年
録
』
第
二
四
七
巻

（
『
楽
只
堂
年
録
』
か
ら
の
通
し
巻

号
）
、
宝
永
七
年

一
〇
月
二
八
日
篠

（
２３
）

大
木
家
所
蔵
文
書

『
宝
永
七
年
御
用
留
帳
』
中
、　
一
〇
月
二
〇
日
、

二
一
日
付

「覚
」

（
２４
）

山
梨
県
立
図
書
館
蔵
、　
頼
生
文
庫
。
　

『
元
文
四
歳
御
用
留
帳
』
、

『
寛
保
二
歳
御
用
留
帳
』
、

『
寛
保
四
年
御
用
留
帳
』
に
よ
る
。

（
２５
）

『
荻
生
径
篠
著
　
峡
中
紀
行

・
風
流
使
者
記
』
河
村
義
昌

（雄
山
閣
、

昭
和
四
六
年
）
文
章
解
釈
は
同
書
に
依
拠
す
る
。

（
２６
）

広
畠
市
立
中
央
図
書
館

（
旧
浅
野
図
書
館
）
所
蔵
。

『
甲
府
城
総
合

調
査
報
告
書
』
所
収
。

（
２７
）

山
梨
県
下
の
大
工
と
そ
の
建
築
作
品
に
関
す
る
研
究
は
下
山
大
工
関

連
に
集
中
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
野
沢
昌
康

「
甲
州

番
匠
の
研
究
　
下
山
大
工
」

（
『
甲
斐
路
』

一
四
号
所
収
、
昭
和
四
二

年
）
を
始
め
〔
研
究
は
数
多
い
。

（
閉
）

甲
府
の
役
賦
課
体
系
の
研
究
と
し
て
は
安
藤
正
人

「近
世
甲
府
の
都

市
構
造
と
役
負
担
」

（
『
史
料
館
研
究
紀
要
』
第

一
三
号
所
収
）
が
挙

げ
ら
れ
る
。

（
２９
）

拙
稿

「
甲
府
町
方
役
大
工
と
入
札
制
の
展
開
に
つ
い
て
　
―
貞
享

・

元
禄
期
を
中
心
に
―
」
　

日
本
建
築
学
会
大
会
学
術
講
演
梗
概
集
　
昭

和
六
一
年

（
３０
）

拙
稿

「
甲
府
町
方
役
大
工
と
享
保
甲
州
幕
領
化
　
―
冥
加
仲
間

へ
の

展
開
契
機
―
」
日
本
建
築
学
会
大
会
学
術
講
演
梗
概
集
　
昭
和
六
二
年

（東
京
職
業
訓
練
短
期
大
学
校
教
官
＝
投
稿
）
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